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の
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は
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作 成

す
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と
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4
文

書
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、
文

書
の

正
確

性
を

確
保

す
る

た
め

、
そ

の
内

容
に

つ
い

て
原

則
と

し
て

複
数

の
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員
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よ
る
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認

を
経

た
上
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文
書

管
理
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す
る
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と
す

る
。

文
書

作
成

に
関

し
、

部
局

長
等

上
位

の
職
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ら
指

示
が

あ
っ

た
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、
そ

の
指
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行
っ

た
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経
る
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5

内
閣

官
房

部
局

外
部

の
者

と
の

打
合

せ
等
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記

録
の

作
成

に
当

た
っ

て
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該
記

録
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す
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官

房
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に
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合
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手
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発
言
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い
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手
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確
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す
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。

た
だ

し
、

相
手

方
の

発
言

部
分

等
に

つ
い

て
記

録
を

確
定

し
難

い
場

合
は

、
そ

の
旨

を
判

別
で

き
る

よ
う

に
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。

6
職

員
は

、
常

用
漢

字
表

(
平

成
2

2
年

内
閣

告
示

第
2

号
)

、
現

代
仮

名
遣

い
(

昭
和

6
1

年
内

閣

告
示

第
1

号
)

、
送

り
仮

名
の

付
け

方
(

昭
和

4
8

年
内

閣
告

示
第

2
号

)
及

び
外

来
語

の
表

記
(

平

成
3

年
内

閣
告

示
第

2
号

)
等

に
よ

り
、

分
か

り
や

す
い

用
字

用
語

で
的

確
か

つ
簡

潔
な

文
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

7
総

括
文

書
管

理
者

は
、

文
書

の
作

成
に

当
た

っ
て

反
復

利
用

が
可

能
な

様
式

、
資

料
等

の
情

報
に

つ
い

て
、

電
子

掲
示

板
等

を
活

用
し

職
員

の
利

用
に

供
す

る
も

の
と

す
る

。

第
4

章
行 政

文書
の

整理

(
整理

)

第
7

条
職

員
は

、
行

政
文

書
を

作
成

し
、

又
は

取
得

し
た

と
き

は
、

文
書

管
理

者
の

指
示

に
従

い
、

当
該

行
政

文
書

に
つ

い
て

分
類

し
、

名
称

を
付

す
る

と
と

も
に

、
保

存
期

間
及

び
保

存
期

間
の

満
了

す
る

日
を

設
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
~

3
(

略
)

4
文

書
管

理
者

は
、

別
表

第
1

に
基

づ
き

、
保

存
期

間
表

を
定

め
、

こ
れ

を
公

表
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

(
新

設
)

(
新

設
)

3
職

員
は

、
常

用
漢

字
表

(
平

成
2

2
年

内
閣

告
示

第
2

号
)

、
現

代
仮

名
遣

い
(

昭
和

6
1

年
内

閣

告
示

第
1

号
)

、
送

り
仮

名
の

付
け

方
(

昭
和

4
8

年
内

閣
告

示
第

2
号

)
及

び
外

来
語

の
表

記
(

平

成
3

年
内

閣
告

示
第

2
号

)
等

に
よ

り
、

分
か

り
や

す
い

用
字

用
語

で
的

確
か

つ
簡

潔
な

文
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

4
総

括
文

書
管

理
者

は
、

文
書

の
作

成
に

当
た

っ
て

反
復

利
用

が
可

能
な

様
式

、
資

料
等

の
情

報
に

つ
い

て
、

電
子

掲
示

板
等

を
活

用
し

職
員

の
利

用
に

供
す

る
も

の
と

す
る

。

第
4

章
行 政

文書
の

整理

(
整 理

)

第
7

条
職

員
は

、
行

政
文

書
を

作
成

し
、

又
は

取
得

し
た

と
き

は
、

文
書

管
理

者
の

指
示

に
従

い
、

当
該

行
政

文
書

に
つ

い
て

分
類

し
、

名
称

を
付

す
る

と
と

も
に

、
保

存
期

間
及

び
保

存
期

間
の

満
了

す
る

日
を

設
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
~

3

(
略

)

4
文 書

管 理
者

は
、

別 表

第

1
に

基 づ き
、

標準
文 書

保存
期 間

基準
を

定 め

な け れ
ば

な ら
ない

。

3



5
部 局

総 括
文書

管 理

者

は
、

当該
部局

の

文 書
管理

者
が

保 存
期 間

表
を

定 め

、

又は
改定

し
た

(
新

設
)

場合
、

遅滞
な く

総 括
文書

管 理
者

に

報告
する

も の

と

する
。

6
第

1
項

の
保存

期 間

の

設定
に つ い て

は
、

保 存

期間
表

に 従 い
、

行 う
もの

と
す る

。

第
1

項
の

保
存

期
間

の
設

定
に

つ
い

て
は

、
前

項
の

標
準

文
書

保
存

期
間

基
準

に
従

い
、

行
う

も
の

と
す

る
。

7
第

1
項

の
保

存
期

間
の

設
定

及
び

保
存

期
間

表
に

お
い

て
は

、
公

文
書

管
理

法
第

2
条

第
6

項

の
歴

史
公

文
書

等
に

該
当

す
る

と
さ

れ
た

も
の

に
あ

っ
て

は
、

1
年

以
上

の
保

存
期

間
を

定
め

る

も
の

と
す

る
。

8
第

1
項

の
保

存
期

間
の

設
定

及
び

保
存

期
間

表
に

お
い

て
は

、
歴

史
公

文
書

等
に

該
当

し
な

い
も

の
で

あ
っ

て
も

、
行

政
が

適
正

か
つ

効
率

的
に

運
営

さ
れ

、
国

民
に

説
明

す
る

責
務

が
全

う
さ

れ
る

よ
う

、
意

思
決

定
過

程
や

事
務

及
び

事
業

の
実

績
の

合
理

的
な

跡
付

け
や

検
証

に
必

要
と

な
る

行
政

文
書

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
1

年
以

上
の

保
存

期
間

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

6
第

4
項

の
標

準
文

書
保

存
期

間
基

準
及

び
前

項
の

保
存

期
間

の
設

定
に

お
い

て
は

、
歴

史
公

文

書
等

に
該

当
す

る
と

さ
れ

た
も

の
に

あ
っ

て
は

、
1

年
以

上
の

保
存

期
間

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

(
新

設
)

9
第

1
項

の
保

存
期

間
の

設
定

に
お

い
て

は
、

第
7

項
及

び
前

項
の

規
定

に
該

当
す

る
も

の
を

除

き
、

保
存

期
間

を
1

年
未

満
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

(
例

え
ば

、
次

に
掲

げ
る

類
型

に
該

当
す

る
文

(
新

設
)

(
1)

別途
、

正 本
原本

が
管 理

さ
れ

て
いる

行 政

文 書
の

写し

(2
)

定 型

的

日 常

的

な
業務

連絡
、

日 程

表
等

(
3)

出 版

物

や
公 表

物
を

編 集
し

た
文 書

(
4)

内 閣

官 房
の

所 掌
事務

に 関 す る

事 実
関 係

の

問合せ
へ

の
応答

(
5)

明 白

な

誤り
等

の
客 観

的
な

正確
性

の
観 点

か ら

利用
に

適 さ

な く
なっ

た
文 書

(
6

)
意

思
決

定
の

途
中

段
階

で
作

成
し

た
も

の
で

、
当

該
意

思
決

定
に

与
え

る
影

響
が

な
い

も
の

と
し

て
、

長
期

間
の

保
存

を
要

し
な

い
と

判
断

さ
れ

る
文

書

(
7

)
保

存
期

間
表

に
お

い
て

、
保

存
期

間
を

1
年

未
満

と
設

定
す

る
こ

と
が

適
当

な
も

の
と

し
て

、

業
務

単
位

で
具

体
的

に
定

め
ら

れ
た

文
書

1
0

第
1

項
の

保
存

期
間

の
設

定
に

お
い

て
は

、
通

常
は

1
年

未
満

の
保

存
期

間
を

設
定

す
る

類
型

の

行
政

文
書

で
あ

っ
て

も
、

重
要

又
は

異
例

な
事

項
に

関
す

る
情

報
を

含
む

場
合

な
ど

、
合

理
的

な
跡

4

(
新

設
)



付
け

や
検

証
に

必
要

と
な

る
行

政
文

書
に

つ
い

て
は

、
1

年
以

上
の

保
存

期
間

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。

1
1

第
1

項
及

び
第

2
項

の
保

存
期

間
の

起
算

日
は

、
施

行
令

第
8

条
第

7
項

に
規

定
す

る
も

の
を

除

き
、

そ
れ

ぞ
れ

同
条

第
4

項
本

文
及

び
第

6
項

本
文

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
た

だ
し

、
行

政
文

書
を

作
成

し
、

若
し

く
は

取
得

し
た

日
、

又
は

行
政

文
書

を
行

政
文

書
フ

ァ
イ

ル
に

ま
と

め
た

日
の

う
ち

最
も

早
い

日
か

ら
1

年
以

内
の

日
で

あ
っ

て
4

月
1

日
以

外
の

日
を

起
算

日
と

す
る

こ
と

が

行
政

文
書

の
適

切
な

管
理

に
資

す
る

と
文

書
管

理
者

が
認

め
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

日
と

す

る
。

12
第

2
項

の

保 存

期 間

は
、

施 行

令
第

8

条
第

5
項

の

定める
と こ ろ

に
よる

。

7
第

1
項

及
び

第
2

項
の

保
存

期
間

の
起

算
日

は
、

施
行

令
第

8
条

第
7

項
に

規
定

す
る

も
の

を
除

き
、

そ
れ

ぞ
れ

同
条

第
4

項
本

文
及

び
第

6
項

本
文

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
た

だ
し

、
行

政
文

書
を

作
成

し
、

若
し

く
は

取
得

し
た

日
、

又
は

行
政

文
書

を
行

政
文

書
フ

ァ
イ

ル
に

ま
と

め
た

日
の

う
ち

最
も

早
い

日
か

ら
1

年
以

内
の

日
で

あ
っ

て
4

月
1

日
以

外
の

日
を

起
算

日
と

す
る

こ
と

が

行
政

文
書

の
適

切
な

管
理

に
資

す
る

と
文

書
管

理
者

が
認

め
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

日
と

す

る
。

8
第

2
項

の

保存
期間

は
、

施行
令

第

8
条

第
5

項
の

定 め る
と こ ろ

に
よる

。

第
8

条
~

第
10

条

(

略

)

第
8

条
~

第

10
条

(
略

)

(
移管

又 は

廃 棄

)

第
11

条

(
略

)

(
移

管
又

は
廃

棄
)

第
1

1
条

(
略

)

2

(
略

)

3
文

書
管

理
者

は
、

保
存

期
間

を
1

年
未

満
と

す
る

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
で

あ
っ

て
、

第
7

条
第

9
項

各
号

に
掲

げ
る

文
書

に
該

当
し

な
い

も
の

に
つ

い
て

、
保

存
期

間
が

満
了

し
、

廃
棄

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

同
条

第
7

項
、

第
8

項
及

び
第

1
0

項
に

該
当

し
な

い
か

を
確

認
し

た
上

で
、

廃
棄

す
る

も
の

と
す

る
。

2 (
新

設
)

(
略

)

4
文

書
管

理
者

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

廃
棄

す
る

場
合

、
当

該
行

政
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

の
類

型
(

新
設

)

び
に

廃
棄

日
若

し
く

は
期

間
を

記
録

し
、

総
括

文
書

管
理

者
が

あ
ら

か
じ

め
指

定
す

る
期

間
終

了

後
、

速
や

か
に

部
局

総
括

文
書

管
理

者
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

5
部

局
総

括
文

書
管

理
者

は
、

前
項

の
報

告
に

つ
い

て
確

認
の

上
、

取
り

ま
と

め
、

総
括

文
書

管
理

者
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

(
新

設
)

6
総括

文 書
管 理

者

は
、

前項
の

報告
を

取 り ま と め
、

速やか
に

一 括

し

て
公 表

する
も の

と
す

(
新

設
)

5



る

。

7
文 書

管 理
者

は

、
第

1
項

の

規定
により

公 文 書

館
に

移 管
する

行 政
文書

フ ァ イ ル

等

に
つ い

て
、

公
文

書
管

理
法

第
8

条
第

3
項

に
規

定
す

る
も

の
と

し
て

意
見

(
以

下
本

条
に

お
い

て
「

意
見

」

と
い

う
。

)
を

付
す

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

は
、

そ
の

案
を

作
成

す
る

も
の

と
す

る
。

そ
の

場
合

に
は

、
利

用
制

限
を

行
う

べ
き

箇
所

及
び

そ
の

理
由

に
つ

い
て

、
具

体
的

に
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。

3
文

書
管

理
者

は
、

第
1

項
の

規
定

に
よ

り
公

文
書

館
に

移
管

す
る

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
、

公
文

書
管

理
法

第
8

条
第

3
項

に
規

定
す

る
も

の
と

し
て

意
見

(
以

下
本

条
に

お
い

て
「

意
見

」

と
い

う
。

)
を

付
す

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

は
、

そ
の

案
を

作
成

す
る

も
の

と
す

る
。

8
部

局
総

括
文

書
管

理
者

は
、

当
該

部
局

に
お

け
る

前
項

の
意

見
の

案
を

確
認

の
上

、
取

り
ま

と
め

、

総
括

文
書

管
理

者
に

公
文

書
館

へ
の

提
出

を
求

め
る

も
の

と
す

る
。

4

部
局

総
括

文
書

管
理

者
は

、
当

該
部

局
に

お
け

る
前

項
の

意
見

の
案

を
確

認
の

上
、

取
り

ま
と

め
、

総
括

文
書

管
理

者
に

公
文

書
館

へ
の

提
出

を
求

め
る

も
の

と
す

る
。

9
総

括
文

書
管

理
者

は
、

内
閣

官
房

に
お

け
る

前
項

の
意

見
の

案
を

取
り

ま
と

め
、

そ
の

提
出

に
必

要
な

手
続

を
と

る
も

の
と

す
る

。

1
0

総
括

文
書

管
理

者
は

、
公

文
書

管
理

法
第

8
条

第
4

項
の

規
定

に
よ

る
求

め
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
も

の
と

す
る

。

第
12

条
~

第
15

条

(
略

)

第
9

章

研修

(

研修
)

第
1

6
条

総
括

文
書

管
理

者
は

、
職

員
に

対
し

、
行

政
文

書
の

管
理

を
適

正
か

つ
効

果
的

に
行

う
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

習
得

さ
せ

、
又

は
向

上
さ

せ
る

た
め

に
必

要
な

研
修

を
行

う
も

の
と

す
る

。

5
総

括
文

書
管

理
者

は
、

内
閣

官
房

に
お

け
る

前
項

の
意

見
の

案
を

取
り

ま
と

め
、

そ
の

提
出

に
必

要
な

手
続

を
と

る
も

の
と

す
る

。

6
総

括
文

書
管

理
者

は
、

公
文

書
管

理
法

第
8

条
第

4
項

の
規

定
に

よ
る

求
め

が
あ

っ
た

場
合

に

は
、

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
も

の
と

す
る

。

第
12

条
~

第

15
条

(
略

)

第
9

章
研 修

(
研修

)

第
1

6
条

総
括

文
書

管
理

者
は

、
職

員
に

対
し

、
行

政
文

書
の

管
理

を
適

正
か

つ
効

果
的

に
行

う
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

習
得

さ
せ

、
又

は
向

上
さ

せ
る

た
め

に
必

要
な

研
修

を
行

う
も

の
と

す
る

。

2
総

括
文

書
管

理
者

は
、

職
員

が
少

な
く

と
も

毎
年

度
一

回
、

研
修

を
受

け
ら

れ
る

環
境

を
提

供
す

る
も

の
と

す
る

。

(
新

設

)

3

文
書

管
理

者
は

、
職

員
の

受
講

状
況

に
つ

い
て

、
部

局
総

括
文

書
管

理
者

を
通

じ
て

、
総

括
文

書

管
理

者
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

(
新

設
)

4
部 局

総括
文 書

管理
者

及 び
文書

管 理
者

は
、

総 括
文 書

管 理
者

及 び

公 文 書
館

その他
の

機 関
2

部局
総 括

文 書
管理

者
及 び

文 書

管 理
者

は
、

総 括
文 書

管理
者

及 び
公文書

館
そ の 他

の

機 関

6



が
実 施

する
研修

に
職 員

を

積極
的

に
参 加

さ
せ

な け れ

ば
な ら

な い

。

5

職員
は

、
前 項

の

規 定

に

該当
す る

研 修
を

適切
な

時 期

に

受講
し

なけれ
ば

な ら

ない
。

第
17

条

(
略

)

(
秘 密

文 書

の
管 理

)

第
1

8
条

特
定

秘
密

以
外

の
公

表
し

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

情
報

が
記

録
さ

れ
た

行
政

文
書

の
う

ち
秘

密
保

全
を

要
す

る
行

政
文

書
(

特
定

秘
密

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
る

行
政

文
書

を
除

く
。

以
下

「
秘

密
文

書
」

と
い

う
。

)
は

、
次

の
各

号
の

区
分

に
従

い
指

定
す

る
。

(
1

)
極

秘
文

書
秘

密
保

全
の

必
要

が
高

く
、

そ
の

漏
え

い
が

国
の

安
全

、
利

益
に

損
害

を
与

え
る

お
そ

れ
の

あ
る

情
報

を
含

む
行

政
文

書

(
2

)
秘

文
書

極
秘

文
書

に
次

ぐ
程

度
の

秘
密

で
あ

っ
て

、
関

係
者

以
外

に
は

知
ら

せ
て

は
な

ら
な

い
情

報
を

含
む

極
秘

文
書

以
外

の
行

政
文

書

2
~

11

(

略

)

が
実

施
す

る
研

修
に

職
員

を
積

極
的

に
参

加
さ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(
新

設
)

第
17

条

(
略

)

(
秘 密

文 書

の
管 理

)

第
1

8
条

特
定

秘
密

以
外

の
公

表
し

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

情
報

が
記

録
さ

れ
た

行
政

文
書

の
う

ち
秘

密
保

全
を

要
す

る
行

政
文

書
(

特
定

秘
密

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
る

行
政

文
書

を
除

く
。

以
下

「
秘

密
文

書
」

と
い

う
。

)
は

、
次

の
各

号
の

区
分

に
従

い
指

定
す

る
。

極
秘

文
書

秘
密

保
全

の
必

要
が

高
く

、
そ

の
漏

え
い

が
国

の
安

全
、

利
益

に
損

害
を

与
え

る

お
そ

れ
の

あ
る

情
報

を
含

む
行

政
文

書

二
秘

文
書

極
秘

文
書

に
次

ぐ
程

度
の

秘
密

で
あ

っ
て

、
関

係
者

以
外

に
は

知
ら

せ
て

は
な

ら
な

い
情

報
を

含
む

極
秘

文
書

以
外

の
行

政
文

書

2

~
11

(
略

)

第

19

条

(
略

)

第
19

条

(
略

)

附 則

(
平

成

30

年
○

月
○

日

内 閣

総

理
大臣

决 定

)

(
新

設
)

この
規則

は
、

平 成

30
年

4
月

1
日

か ら
施行

す る
。

7



別 表

第

1

行 政

文 書
の

保存
期間

基 準

別表
第

1
行 政

文 書

の

保存
期間

基準

事 項

業
務

の

区分

当
該

業
務

に
係

る
行

政
文

書

の
類

型
(

施
行

令
別

表
の

該
当

項
)

保 存 期 間

具体
例

事項

業 務
の

区分

当
該

業
務

に
係

る
行

政
文

書

の
類

型
(

施
行

令
別

表
の

該
当

項
)

保存

具体
例

期 間

1

~
(

略
)

(

略

)

(
略

)

(

略

)

(
略

)

(

略
)

(

略

)

(
略

)

(
略

)

(

略

)

12

職 員

の

人事
に 関 す る

事 項

12

職員
の

人 事

に 関 す る
事項

13

職員
の

人事
に

関する

13

職員
の

人 事

に

関する

事項

29

事項

(

27

の
項

か

ら
32

の

頃

ま

で
に

掲げる

の

頃
か

(
略

)

(
略

)

(

略

)

(

略

)

ら
30

(
略

)

(
略

)

(

略

)

(
略

)

の

頃
ま

で

に

掲げる

もの
を

もの
を

除 く

。
)

除 く
。

)

14

# 1 2

(
略

)

(
略

)

(

略

)

(

略

)

(

略
)

# 1 2

14

(
略

)

(
略

)

(
略

)

(
略

)

(

略

)

0 0



22

文 書

の

文書

の
①

(
略

)

管 理

等

管 理

等

(
略

)

(

略
)

2
2

文
書

の
文

書
の

①
(

略
)

管
理

等
管

理
等

(

略

)

(

略

)

に

関す

に
関す

る
事 項

②
取

得
し

た
文

書
の

管
理

を
5

年

行
う

た
め

の
帳

簿
(

三
十

一

・
受付

簿

る
事 項

・
第

11
条

第
4

②
取

得
し

た
文

書
の

管
理

を
5

年

行
う

た
め

の
帳

簿
(

三
十

一

・

受付
簿

の

項

)

等

項
に

規定
す

の
項

)

る
事 項

を
記

録
し

た

文書

(
略

)

(

略
)

(
略

)

(

略

)

(

略

)
(

略
)

23

(

略

)

(

略

)

(

略
)

241 2 2

24

2
5

内
閣

の
内

閣
の

①

庶
務

に
庶

務
に

(

略

)

(

略

)

(

略

)

2 1 2 2

(
略

)

(

略
)

23

(
略

)

(
略

)

(

略
)

(
略

)
(

略
)

25

内閣
の

内閣

の
①

(
略

)

(
略

)

(

略
)

庶 務

に

庶務
に

関する

関 す る

関 す る

関する

事項

重要

な

⑨
用 地

取得
の

経緯

が
記録

30
年

・
契約

書
事項

経 緯
(

1

さ
れ

た
文 書

さ
れ

た

文書

重
要

な
⑨

用
地

取
得

の
経

緯
が

記
録

3
0

年

経
緯

(
1

・
契約

書

の
項

か

官
公

庁
施

設
の

建
設

等
に

5
年

⑩

・
営繕

計画
書

の
項

か

官
公

庁
施

設
の

建
設

等
に

5
年

⑩

・
営繕

計画
書

ら
24

の

関する

法律
の

規 定

に

基

・
協議

文書
ら

24
の

関 す る
法 律

の
規定

に
基

・
協議

文書

項

まで

づく
文 書

項
まで

づく

文書

に

掲 げ

11

(

略

)

5
年

・

調査
掲 げ

(

略

)

5
年

・
調 査

9



る を

の
1

総 理

大臣
官 邸

の

管 理

運

除

常
用

・
営

繕
に

関
す

る

営
(

施
設

に
関

す
る

も
の

に
(

無
文

書

限
る

)
に

関
す

る
文

書
で

重
期

限
)

要
な

も
の

・
庁

舎
管

理
に

関

す
る

文
書

⑩
総

理
大

臣
官

邸
の

管
理

運
5

年

営
に

関
す

る
文

書
(

1
2

に
掲

・
営繕

に 関 す る

文書

げる
もの

を
除 く

。
)

る を

の
1

総 理

大 臣
官 邸

の

管理
運

常 用

・
営繕

に関する

除
営

(
施

設
に

関
す

る
も

の
に

(
無

文
書

限
る

)
に

関
す

る
文

書
で

重
期

限
)

要
な

も
の

・
庁

舎
管

理
に

関

す
る

文
書

⑩
総

理
大

臣
官

邸
の

管
理

運
5

年

営
に

関
す

る
文

書
(

⑩
に

掲

げ る

も の
を

除く
。)

・
営繕

に関する

文 書

・
庁

舎
管

理
に

関

す
る

文
書

・
庁舎

管理

に

関

す る

文 書

14-

(

略
)

(
略

)

(

略

)

(

略

)

(

略

)

(
略

)

26

契
約

契
約

に
契

約
に

係
る

決
裁

文
書

及
び

に
関

す
関

す
る

そ
の

他
契

約
に

至
る

過
程

が

る
事

項
重

要
な

記
録

さ
れ

た
文

書

仕
様

書
案

契
約

S

(
新

設
)

(
新

設
)

(
新

設
)

(

新

(
新

設
)

・
協

議
・

調
整

経
終

了 す
緯

経 緯

(
15

る

新 設 )

設
)

の
頃

、
1

9

の
項

及

び
2

5
の

項
⑨

に

掲げる

も の

を

除

に
係

る

特

定

以後

5
年

10



27

事項

統
計

|
統

計
調

調
査

に
査

に
関

関
す

る
す

る
重

要
な

経

①
統

計
の

企
画

立
案

に
関

す
5

年

る
経

緯
が

記
録

さ
れ

た
文

畫

・
基 本

方針

(
新

設

)
(

新
設

)

(
新

設
)

・
基 本

計 画

・

要領

新 設

(
新

(
新

設
)

設
)

(

(
1

の
項

か

ら
2

6
の

項
ま

で

②
統

計
の

承
認

に
関

す
る

経

緯
が

記
録

さ
れ

た
文

書

・
承 認

申請書

(
新

設
)

(
新

設
)

に
該当

す
る

統

計
調

③
統

計
の

実
施

に
関

す
る

経

緯
が

記
録

さ
れ

た
文

書

・
実 施

案

(
新

設
)

(
新

設
)

・
事 務

処理
基準

つ

て

、
各 項 定 め 保 存

期間
が

本
項

よ

り も 長 い も の

は
、

各 項

め

④
統

計
の

集
計

結
果

に
関

す
3

0
年

る
文

書

・
調査

報 告

書

(
新

設
)

(
新

(
新

設
)

設
)

る

。

)

11



2
8

調
査

又
情

報
の

情
報

の
収

集
及

び
分

析
そ

の
3

年
・

報
告

資
料

は
研

究
収

集
調

他
の

調
査

の
結

果
に

関
す

る

2
6

調
査

又
情

報
の

情
報

の
収

集
及

び
分

析
そ

の
3

年

は
研

究
収

集
調

他
の

調
査

の
結

果
に

関
す

る

・

報告
資料

に
関 す

査

(
1

の
文 書

る
事 項

項

か

に
関す

査
(

1
の

文書

る
事 項

|

項

か

ら
27

の

項
まで

掲げ

ら
25

の

項

まで

に
掲げ

除

292 1 232

(
略

)
(

略
)

(
略

)

(
略

)

(
略

)

27

(
略

)

(
略

)

(
略

)

30

備 考

(
略

)

1
~

9

(
略

)

備考

(

略
)

( 略

)

(

略

)

1
0

特
定

日
行

政
文

書
の

管
理

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

(
平

成
2

3
年

4
月

1
日

内
閣

総
理

大
臣

決
定

)
第

4
-

3
-

(
1

1
)

(
施

行
令

第
8

条
第

7
項

)
の

保
存

期
間

が
確

定
す

る
こ

と
と

な
る

日
(

1
9

の
頃

に
あ

っ
て

は
、

事
業

終
了

の
日

又
は

事
後

評

価
終

了
の

日
)

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

の
4

月
1

日
(

当
該

確
定

す
る

こ
と

と
な

る
日

か
ら

1
年

以
内

の
日

で
あ

っ
て

、
4

月
1

日
以

外
の

日
を

特
定

日
と

す
る

こ
と

が
行

政
文

書
の

適
切

な
管

理
に

資
す

る
と

文
書

管
理

者
が

認
め

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

そ
の

日
)

1

6
~

(
略

)

1
0

特
定

日
第

4
-

3
-

(
7

)
(

施
行

令
第

8
条

第
7

項
)

の
保

存
期

間
が

確
定

す
る

こ
と

と
な

る
日

(
1

9
の

頃
に

あ
っ

て
は

、
事

業
終

了
の

日
又

は
事

後
評

価
終

了
の

日
)

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

の
4

月
1

日
(

当
該

確
定

す
る

こ
と

と
な

る
日

か
ら

1
年

以
内

の
日

で
あ

っ
て

、
4

月
1

日
以

外
の

日
を

特
定

日
と

す
る

こ
と

が
行

政
文

書
の

適
切

な
管

理
に

資
す

る
と

文
書

管
理

者
が

認
め

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
日

12



職
員

の
人

事
に

関
す

る
事

項
(

2
9

の
頃

か
ら

3
2

の
頃

ま
で

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

)
に

つ
い

て
、

内
閣

官
房

令
、

人
事

院
規

則
の

規
定

に
よ

り
保

存
期

間
の

定
め

が
あ

る
も

の
は

、
そ

れ
ぞ

れ
内

閣
官

房
令

、
人

事
院

規
則

の
規

定
に

よ
る

。

三
~

五
(

略
)

別表
第

2
保 存

期 間
満了

時
の

措 置

の
設 定

基準

職
員

の
人

事
に

関
す

る
事

項
(

2
7

の
頃

か
ら

3
0

の
頃

ま
で

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

)
に

つ
い

て
、

内
閣

官
房

令
、

人
事

院
規

則
の

規
定

に
よ

り
保

存
期

間
の

定
め

が
あ

る
も

の
は

、
そ

れ
ぞ

れ
内

閣
官

房
令

、
人

事
院

規
則

の
規

定
に

よ
る

。

三
~

五
(

略
)

別 表

第
2

保存
期間

満了
時

の
措 置

の
設定

基 準

1

基本
的

考え方

1
基本

的
考 え 方

公
文

書
管

理
法

第
1

条
の

目
的

に
お

い
て

、
「

国
及

び
独

立
行

政
法

人
等

の
諸

活
動

や
歴

史
的

事

実
の

記
録

で
あ

る
公

文
書

等
が

、
健

全
な

民
主

主
義

の
根

幹
を

支
え

る
国

民
共

有
の

知
的

資
源

と
し

て
、

主
権

者
で

あ
る

国
民

が
主

体
的

に
利

用
し

得
る

も
の

で
あ

る
こ

と
」

及
び

「
国

及
び

独
立

行
政

法
人

等
の

有
す

る
そ

の
諸

活
動

を
現

在
及

び
将

来
の

国
民

に
説

明
す

る
責

務
が

全
う

さ
れ

る
よ

う

に
す

る
こ

と
」

と
さ

れ
、

法
第

4
条

に
お

い
て

、
経

緯
も

含
め

た
意

思
決

定
に

至
る

過
程

及
び

事
務

・

事
業

の
実

績
を

合
理

的
に

跡
付

け
、

検
証

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

文
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

旨
が

規
定

さ
れ

て
お

り
、

以
下

の
【

I
】

~
【

Ⅳ
V

】
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
文

書
は

、
「

歴
史

資
料

と
し

て
重

要
な

公
文

書
そ

の
他

の
文

書
」

に
当

た
り

、
保

存
期

間
満

了
後

に
は

公
文

書
館

に
移

管
す

る
も

の
と

す
る

。

【
I

】
国

の
機

関
及

び
独

立
行

政
法

人
等

の
組

織
及

び
機

能
並

び
に

政
策

の
検

討
過

程
、

決
定

、
実

施

及
び

実
績

に
関

す
る

重
要

な
情

報
が

記
録

さ
れ

た
文

書

【
Ⅱ

】

国民
の

権 利
及び

義 務
に関する

重要
な

情 報
が

記録
さ

れ
た

文 書

【
Ⅱ

】
国

民
を

取
り

巻
く

社
会

環
境

、
自

然
環

境
等

に
関

す
る

重
要

な
情

報
が

記
録

さ
れ

た
文

書

【
I

V
】

国
の

歴
史

、
文

化
、

学
術

、
事

件
等

に
関

す
る

重
要

な
情

報
が

記
録

さ
れ

た
文

書

【
I

】
の

文 書

に つ い て
、

例えば
、

次

の
よ う

な
重 要

な
情報

が
記 録

さ
れ

た

文書
が

対 象

と
な る

。

13

公
文

書
管

理
法

第
1

条
の

目
的

に
お

い
て

、
「

国
及

び
独

立
行

政
法

人
等

の
諸

活
動

や
歴

史
的

事

実
の

記
録

で
あ

る
公

文
書

等
が

、
健

全
な

民
主

主
義

の
根

幹
を

支
え

る
国

民
共

有
の

知
的

資
源

と
し

て
、

主
権

者
で

あ
る

国
民

が
主

体
的

に
利

用
し

得
る

も
の

で
あ

る
こ

と
」

及
び

「
国

及
び

独
立

行
政

法
人

等
の

有
す

る
そ

の
諸

活
動

を
現

在
及

び
将

来
の

国
民

に
説

明
す

る
責

務
が

全
う

さ
れ

る
よ

う

に
す

る
こ

と
」

と
さ

れ
、

法
第

4
条

に
お

い
て

、
経

緯
も

含
め

た
意

思
決

定
に

至
る

過
程

及
び

事
務

・

事
業

の
実

績
を

合
理

的
に

跡
付

け
、

検
証

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

文
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

旨
が

規
定

さ
れ

て
お

り
、

以
下

の
【

I
】

【
I

V
】

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

文
書

は
、

「
歴

史

資
料

と
し

て
重

要
な

公
文

書
そ

の
他

の
文

書
」

に
当

た
り

、
保

存
期

間
満

了
後

に
は

公
文

書
館

に
移

管
す

る
も

の
と

す
る

。

~

【
I

】
国

の
機

関
及

び
独

立
行

政
法

人
等

の
組

織
及

び
機

能
並

び
に

政
策

の
検

討
過

程
、

決
定

、
実

施

及
び

実
績

に
関

す
る

重
要

な
情

報
が

記
録

さ
れ

た
文

書

Ⅱ
】

国 民
の

権利
及 び

義務
に 関 す る

重要
な

情 報
が

記録
さ

れ
た

文 書

Ⅱ
】

国
民

を
取

り
巻

く
社

会
環

境
、

自
然

環
境

等
に

関
す

る
重

要
な

情
報

が
記

録
さ

れ
た

文
書

【
I

V
】

国
の

歴
史

、
文

化
、

学
術

、
事

件
等

に
関

す
る

重
要

な
情

報
が

記
録

さ
れ

た
文

書

(

新

設

)



国
の

機関
及び

独 立

行 政
法人

等
の

設 置

、

統合
、

廃止
、

改 編
の

経緯
並びに

各
組 織

の
構

造
や

権限
及 び

機 能
の

根拠
に関する

情報
が

記 録

さ
れ

た
文書

経
緯

も
含

め
た

政
策

の
検

討
過

程
や

決
定

並
び

に
政

策
の

実
施

及
び

実
績

に
関

す
る

情
報

で

あ
っ

て
、

将
来

ま
で

を
見

据
え

て
政

策
の

理
解

や
見

直
し

の
検

討
に

資
す

る
と

考
え

ら
れ

る
情

報

が
記

録
さ

れ
た

文
書

【
Ⅱ

】
の

文
書

に
つ

い
て

、
例

え
ば

、
次

の
よ

う
な

重
要

な
情

報
が

記
録

さ
れ

た
文

書
が

対
象

と
な

る
。

国
民

の
権

利
及

び
義

務
の

法
令

上
の

根
拠

並
び

に
個

人
及

び
法

人
の

権
利

及
び

義
務

の
得

喪

に
関

す
る

基
準

や
指

針
等

の
設

定
に

関
す

る
経

緯
も

含
め

た
情

報
が

記
録

さ
れ

た
文

書

個 別

の
許 認 可

等
の

うち
公 益

等
の

観 点

から
重 要

と
認 め

られる
も の

に 関 す る
情報

が

記 録

さ
れ

た
文 書

国
民

か
ら

の
不

服
申

立
て

や
国

又
は

行
政

機
関

を
当

事
者

と
す

る
訴

訟
の

提
起

等
に

関
す

る

情
報

の
う

ち
、

法
令

の
解

釈
や

そ
の

後
の

政
策

立
案

等
に

大
き

な
影

響
を

与
え

た
事

件
に

関
す

る

情
報

が
記

録
さ

れ
た

文
書

【
Ⅱ

】
の

文
書

に
つ

い
て

、
例

え
ば

、
次

の
よ

う
な

重
要

な
情

報
が

記
録

さ
れ

た
文

書
が

対
象

と
な

る
。

政
策

の
変

更
や

優
先

順
位

の
設

定
に

影
響

を
与

え
た

社
会

環
境

、
自

然
環

境
等

に
関

す
る

情
報

が
記

録
さ

れ
た

文
書

政
策

が
国

民
に

与
え

た
影

響
や

効
果

、
社

会
状

況
を

示
す

重
要

な
調

査
の

結
果

、
政

府
の

広
報

に
関

す
る

情
報

が
記

録
さ

れ
た

文
書

我 が 国

の

自然
環境

に 関 す る
観 測

結果
等

、
そ の

動 態
に関する

情報
が

記 録

さ
れ

【
Ⅳ

V
】

の
文

書
に

つ
い

て
、

例
え

ば
、

次
の

よ
う

な
重

要
な

情
報

が
記

録
さ

れ
た

文
書

が
対

象
と

な
る

。

我
が

国
の

領
土

主
権

、
来

歴
や

、
多

く
の

国
民

の
関

心
事

項
と

な
る

自
然

災
害

及
び

事
件

等

の
重

大
な

出
来

事
(

国
内

で
起

き
た

も
の

に
限

ら
な

い
。

)
に

関
す

る
情

報
が

記
録

さ
れ

た
文

書

学
術

の
成

果
や

そ
の

顕
彰

等
及

び
文

化
、

芸
術

、
技

術
等

の
功

績
等

の
う

ち
重

要
な

も
の

に
関

す
る

情
報

が
記

録
さ

れ
た

文
書

(
新

設
)

(
新

設
)

(
新

設

)
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2
具 体

的

な
移 管

廃棄
の

判 断
指針

1
の

基
本

的
考

え
方

に
基

づ
い

て
、

個
別

の
行

政
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

存
期

間
満

了
時

の
措

置

(
移

管
・

廃
棄

)
の

判
断

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
(

1
)

~
(

6
)

に
沿

っ
て

行
う

も
の

と
し

、
い

ず
れ

か

の
基

準
に

お
い

て
移

管
と

判
断

さ
れ

る
場

合
に

は
移

管
す

る
も

の
と

す
る

。

(1
)

業 務

単位
で

の
保存

期 間

満 了
時

の
措 置

①
別

表
第

1
に

掲
げ

ら
れ

た
業

務
に

係
る

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
の

保
存

期
間

満
了

時
の

措

置
に

つ
い

て
は

、
次

の
表

(
用

語
の

意
義

は
、

別
表

第
1

の
用

語
の

意
義

に
よ

る
。

)
の

右
欄

の

と
お

り
と

す
る

。

2

具 体

的
な

移管
廃 棄

の

判 断

指 針

1
の

基
本

的
考

え
方

に
基

づ
い

て
、

個
別

の
行

政
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

存
期

間
満

了
時

の
措

置

(
移

管
・

廃
棄

)
の

判
断

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
(

1
)

~
(

5
)

に
沿

っ
て

行
う

。

(
1

)
別

表
第

1
に

掲
げ

ら
れ

た
業

務
に

係
る

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
の

保
存

期
間

満
了

時
の

措
置

に
つ

い
て

は
、

次
の

表
(

用
語

の
意

義
は

、
別

表
第

1
の

用
語

の
意

義
に

よ
る

。
)

の
右

欄
の

と

お
り

と
す

る
。

事 項

業務
の

区分

1

(
略

)

(
略

)

2

保
存

期
間

滿
了

時
の

措
置

事項

(

略
)

業務
の

区分

保存
期間

滿
了

時
の

措 置

(
略

)

1
(

略
)

(
略

)

~

12

12

職 員

の

人事
に関する

事 項

職員
の

人事
に 関 す る

事項

13

職
員

の
人

事
に

関
す

る
事

項
(

2
9

の
頃

か
ら

3
2

の

項
ま

で
に

掲
げ

る
も

の
を

除

く
。

)

(
略

)

(
略

)

13

職員
の

人 事

に
(

略
)

(

略
)

関
す

る
事

項
(

2
7

の
頃

か
ら

3
0

の

項
ま

で
に

掲
げ

る
も

の
を

除

く
。

)

14

(
略

)

(
略

)

(
略

)

14

(
略

)

(
略

)

(

略

)

2

212 2 0

20

国会
及び

審 議

(1
)

国会
審議

(
1

の
頃

か ら
20

の
頃

ま

以 下

に つ い て
21

122

国会
及び

審 議
(1)

国会
審 議

(
1

の
頃

から
20

の
頃

ま
以 下

に つ い て

15



会
等

に
お

け
る

審
議

等
に

関
す

で
に

掲げる
もの

を

除 く

。
)

移
管

会
等

に お け る

で
に

掲 げ る
もの

を
除く

。

)
移

管

・
大臣

の
演説

審議
等

に
関す

る
事 項

に関する
も

る

事項

の

・
会期

ごと
に

・
大 臣

の

演説

に関する
も

の

・
会 期

ご と
に

作
成

さ
れ

る

想
定

問
答

作成
さ

れる

想
定

問答

(
2

)
審

議
会

等
(

1
の

頃
か

ら
2

0
の

頃
ま

以
下

に
つ

い
て

で
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。
)

移
管

(
2

)
審

議
会

等
(

1
の

頃
か

ら
2

0
の

頃
ま

移
管

(
部

会
、

小

で
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。
)

・
審議

会
その

他
の

合
議

制

の
機

関
に

関

す
る

も
の

(
部

会
、

小

委
員

会
等

を

含む
。

)

222 2

文 書

の

管 理
等

文書
の

管 理

等

に 関 す る
事項

以
下

に
つ

い
て

移
管

222 2

・
移管

・

廃棄
簿

23
(

略
)

(
略

)

(
略

)

23

文書
の

管理
等

文 書

の

管理
等

に 関 す る

事項

委員会
等

を
含

專 門
的

知

識
を

有
す

る
者

等
を

構
成

員
と

す
る

懇
談

会

の
他

の
会

合
に

関
す

る
も

の
を

除
く

。
)

廃
棄

25 262 1 2 2

25

312

( 略

)

(

略

)

(
略

)

事項

契
約

に
関

す
る

契
約

に
関

す
る

重
要

な
経

緯
(

1
5

の
項

廃
棄

及
び

1
9

の
項

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

)

(
新

(
新

設

)

(

新
設

)

(
新

設
)

設
)

16



2227

統
計

調
査

に
関

統
計

調
査

に
関

す
る

重
要

な
経

緯

す
る

事
項

以
下

に
つ

い
て

移
管

(
新

(
新

設
)

設
)

(
新

設
)

(

新

設

)

・
基幹

統計
調

査
の

企画
に

関 す る
文書

及 び

調査
報

告
書

一般

統計
調

査
の

調査
報

告

書

28

調 査

又は
研究

に 関 す る
事項

情
報

の
収

集
調

査
(

1
の

頃
か

ら
2

7
の

廃
棄

ま
で

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

)

26

調査
又は

研 究

に 関 す る

事項

29
(

略
)

(
略

)

(
略

)

27

(
略

)

情
報

の
収

集
調

査
(

1
の

頃
か

ら
2

5
の

ま
で

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

)

(
略

)

廃
棄

(

略
)

32

(
削除

)

(

削除
)

(
削 除

)

218
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17

注 ①
「

移
管

」
と

さ
れ

て
文

書
が

含
ま

れ
て

い
る

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
は

す
べ

て
移

管
す

る
こ

と

と
す

る
。

②
「

廃
棄

」
と

さ
れ

て
い

る
も

の
で

あ
っ

て
も

、
1

の
基

本
的

考
え

方
に

照
ら

し
て

、
国

家
・

社
会

と
し

て
記

録
を

共
有

す
べ

き
歴

史
的

に
重

要
な

政
策

事
項

で
あ

っ
て

、
社

会
的

な
影

響
が

大
き

く
政

府
全

体

と
し

て
対

応
し

、
そ

の
教

訓
が

将
来

に
活

か
さ

れ
る

よ
う

な
以

下
の

特
に

重
要

な
政

策
事

項
等

に
関

す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
移

管
が

必
要

と
な

る
。

阪
神

・
淡

路
大

震
災

関
連

、
オ

ウ
ム

真
理

教
対

策
、

病
原

性
大

腸
菌

O
1

5
7

対
策

、
中

央
省

庁
等

改

革
、

情
報

公
開

法
制

定
、

不
良

債
権

処
理

関
連

施
策

、
気

候
変

動
に

関
す

る
京

都
会

議
関

連
施

策
、

サ



ッ
カ ー

ワ ー ル ド
カップ

日
韓

共 催
等

(

削除
)

以
下

の
左

欄
の

事
項

に
係

る
歴

史
公

文
書

等
の

具
体

例
は

、
右

欄
の

と
お

り
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ら

の
歴

史
公

文
書

等
を

含
む

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
を

移
管

す
る

こ
と

と
す

る
。

事
項

歴
史

公
文

書
等

の
具

体
例

各
行

政
機

関
に

お
い

て
実

施
・

運
用

し

て
い

る
制

度
(

例
:

政
策

評
価

、
情

報
公

開
、

予
算

・
決

算
、

補
助

金
等

、
機

構

定
員

、
人

事
管

理
、

統
計

等
)

に
つ

い
て

、

制
度

を
所

管
す

る
部

局
に

よ
る

当
該

制

度
の

運
用

状
況

の
把

握
等

に
関

す
る

事

項

国際
会議

国 際

協 力
・

国 際
交流

統計
調査

・
基本

計画

・
年間

実績

報告
書

等

・
施

行
状

況
調

査
・

実
態

状
況

調
査

・
意

見
勧

告

・
そ の 他

これら

に
準ずる

もの

・
国

際
機

関
(

I
M

F
,

I
L

O
,

W
H

O
等

)
に

関
す

る
会

議
、

又
は

閣
僚

が
出

席
し

た
会

議
等

で
あ

っ
て

、
重

要
な

国
際

的
意

思
決

定
が

行
わ

れ
た

会
議

に
関

す
る

準
備

、
実

施
、

参
加

、
会

議
の

結
果

等
に

関
す

る
文

書

・
政

府
開

発
援

助
、

国
際

緊
急

援
助

の
基

本

的
な

方
針

、
計

画
、

実
施

及
び

評
価

に
関

す
る

文
書

・
国

賓
等

の
接

遇
に

関
す

る
文

書
の

う
ち

重
要

な
も

の

・
基

幹
統

計
調

査
の

企
画

に
関

す
る

文
書

及
び

調
査

報
告

書

③
移 管

に つ い て

は
、

当該
業 務

を

主 管
する

部局
の

文 書

管 理
者

に お い て
行 う

も の

と
す る

。

(
2

)
以

下
の

左
欄

の
業

務
に

係
る

歴
史

公
文

書
等

の
具

体
例

は
、

右
欄

の
と

お
り

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

ら
の

歴
史

公
文

書
等

を
含

む
行

政
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

を
移

管
す

る
こ

と
と

す
る

。

業
務

歴
史

公
文

書
等

の
具

体
例

内
閣

官
房

に
お

い
て

実
施

運
用

し
て

い
る

制
度

(
例

:
政

策
評

価
、

情
報

公
開

、

予
算

・
決

算
、

補
助

金
等

、
機

構
・

定
員

、

人
事

管
理

、
統

計
等

)
に

つ
い

て
制

度

を
所

管
す

る
部

局
に

よ
る

当
該

制
度

の

運
用

状
況

の
把

握
等

の
業

務

国
際

会
議

国際
協力

・
国際

交流

統計
調査

・
基本

計画

・
年間

実績
報告

書
等

・
施

行
状

況
調

査
実

態
状

況
調

査

・
意

見
・

勧
告

・
その他

こ れ ら

に
準 ず る

もの

・
国

際
機

関
(

I
M

F
,

I
L

O
,

W
H

O
等

)
に

関
す

る
会

議
、

又
は

閣
僚

が
出

席
し

た
会

議
等

の
う

ち
重

要
な

国
際

的
意

思
決

定
が

行

わ
れ

た
会

議
に

関
す

る
準

備
、

実
施

、
参

加
、

会
議

の
結

果
等

に
関

す
る

文
書

・
政

府
開

発
援

助
、

国
際

緊
急

援
助

の
基

本

的
な

方
針

、
計

画
、

実
施

及
び

評
価

に
関

す
る

文
書

・
国

賓
等

の
接

遇
に

関
す

る
文

書
の

う
ち

重
要

な
も

の

・
基

幹
統

計
調

査
の

企
画

に
関

す
る

文
書

及
び

調
査

報
告

書

・
一般

統計
調査

の

調査
報告

書

18



その他

の
事 項

・
一 般

統 計

調 査

の
調査

報 告

書

・
年次

報告
書

・
広報

資料

・
大臣

記者
会見

録

その他

・
年次

報告

書

・
広報

資料

・
大臣

記者
会見

録

・
大 臣

等

の
事 務

引 継
書

・
大 臣

等

の
事 務

引 継
書

注
移管

に つ い て

は
、

当該
業務

を
主管

する

部局
の

文書
管理

者
に お い て

行う
もの

と
する

。

(
削 除

)

政 策

単 位
で

の
保存

期間
満 了

時

の
措置

①
国

家
・

社
会

と
し

て
記

録
を

共
有

す
べ

き
歴

史
的

に
重

要
な

政
策

事
項

で
あ

っ
て

、
社

会
的

な
影

響
が

大
き

く
政

府
全

体
と

し
て

対
応

し
、

そ
の

教
訓

が
将

来
に

活
か

さ
れ

る
よ

う
な

以
下

の
特

に
重

要
な

政
策

事
項

等
に

関
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
1

の
基

本
的

考
え

方
に

照
ら

し

て
、

(
1

)
①

の
表

で
「

廃
棄

」
と

さ
れ

て
い

る
も

の
も

含
め

、
原

則
と

し
て

移
管

す
る

も
の

と

す
る

。

(
災害

及び
事故

事 件

へ
の

対処
)

阪
神

・
淡

路
大

震
災

関
連

、
オ

ウ
ム

真
理

教
対

策
、

病
原

性
大

腸
菌

O
1

5
7

対
策

、
東

日
本

大
震

災
関

連
等

(
我が国

に お け る
行 政

等
の

新た
な

仕 組 み

の

構築
)

中
央

省
庁

等
改

革
、

情
報

公
開

法
制

定
、

不
良

債
権

処
理

関
連

施
策

、
公

文
書

管
理

法
関

連
、

天
皇

の
退

位
等

(
国際

的
枠 組 み

の

創設
)

気
候

変
動

に
関

す
る

京
都

会
議

関
連

施
策

、
サ

ッ
カ

ー
ワ

ー
ル

ド
カ

ッ
プ

日
韓

共
催

、
2

0
2

0
年

東
京

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

等

②
部

局
総

括
文

書
管

理
者

は
、

(
2

)
①

で
示

さ
れ

て
い

る
特

に
重

要
な

政
策

事
項

を
踏

ま
え

つ
つ

、
そ

の
所

掌
事

務
の

中
か

ら
、

国
民

的
関

心
が

極
め

て
高

い
政

策
や

基
本

的
制

度
を

新
設

19
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設
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又 は

抜 本

的
に

変更
す る

よ う

な
政策

を
内 閣

官 房
における

歴 史

的

に
重要

な
政 策

事 項

と
し

て
、

毎
年

度
一

回
総

括
文

書
管

理
者

が
指

定
す

る
時

期
ま

で
に

選
定

し
、

そ
の

結
果

を
総

括
文

書
管

理
者

に
報

告
す

る
。

③
総

括
文

書
管

理
者

は
、

(
2

)
②

の
報

告
を

取
り

ま
と

め
、

公
表

す
る

と
と

も
に

、
内

閣
府

に
報

告
す

る
。

選
定

さ
れ

た
政

策
に

関
す

る
企

画
・

立
案

か
ら

実
施

に
至

る
経

緯
を

含
め

た
情

報
が

記
録

さ
れ

た
文

書
に

つ
い

て
は

、
1

の
基

本
的

考
え

方
に

照
ら

し
て

、
(

1
)

①
の

表
で

「
廃

棄
」

と
さ

れ
て

い
る

も
の

も
含

め
、

原
則

と
し

て
移

管
す

る
も

の
と

す
る

。

領
土

主
権

に
関

連
す

る
文

書
に

つ
い

て
は

、
1

の
【

Ⅳ
】

に
該

当
す

る
可

能
性

が
極

め
て

高
い

こ
と

か
ら

、
原

則
と

し
て

移
管

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
「

領
土

・
主

権
に

関
連

す
る

文
書

」
と

は
、

北
方

領
土

及
び

竹
島

に
関

す
る

我
が

国

の
基

本
的

立
場

及
び

対
応

に
関

し
て

作
成

又
は

取
得

し
た

文
書

の
み

な
ら

ず
、

北
方

領
土

及
び

竹
島

に
関

す
る

情
報

を
記

載
又

は
記

録
を

し
た

海
洋

、
漁

業
、

鉱
物

資
源

及
び

環
境

に
関

す
る

調
査

そ
の

他
の

調
査

、
教

育
、

地
図

の
作

成
、

航
海

そ
の

他
の

施
策

に
関

す
る

文
書

も
指

す
。

ま
た

、
尖

閣
諸

島
に

関
し

て
は

、
領

土
問

題
で

は
な

い
も

の
の

、
同

様
の

考
え

方
に

基
づ

き
対

処
す

る
。

(3
)

昭 和

27
年 度

ま で

に

作成
・

取 得

さ

れ
た

文書

昭
和

2
7

年
度

ま
で

に
作

成
取

得
さ

れ
た

文
書

に
つ

い
て

は
、

日
本

国
と

の
平

和
条

約
(

昭

和
2

7
年

条
約

第
5

号
。

い
わ

ゆ
る

「
サ

ン
フ

ラ
ン

シ
ス

コ
平

和
条

約
」

)
公

布
ま

で
に

作
成

・
取

得
さ

れ
た

文
書

で
あ

り
、

1
の

【
I

】
【

Ⅱ
】

【
V

】
に

該
当

す
る

可
能

性
が

極
め

て
高

い
こ

と
か

ら
、

原
則

と
し

て
移

管
す

る
も

の
と

す
る

。

(
4)

特 定

秘 密
で

ある
情報

を
記 録

する
行政

文 書

20

(
3

)
昭

和
2

7
年

度
ま

で
に

作
成

取
得

さ
れ

た
文

書
に

つ
い

て
は

、
日

本
国

と
の

平
和

条
約

(
昭

和

2
7

年
条

約
第

5
号

。
い

わ
ゆ

る
「

サ
ン

フ
ラ

ン
シ

ス
コ

平
和

条
約

」
)

公
布

ま
で

に
作

成
・

取
得

さ

れ
た

文
書

で
あ

り
、

1
の

【
I

】
【

Ⅱ
】

【
V

】
に

該
当

す
る

可
能

性
が

極
め

て
高

い
こ

と
か

ら
、

原

則
と

し
て

移
管

す
る

も
の

と
す

る
。

(
4

)
上

記
に

記
載

の
あ

る
業

務
に

係
る

文
書

の
う

ち
特

定
秘

密
で

あ
る

情
報

を
記

録
す

る
行

政
文

書

に
つ

い
て

は
、

別
表

第
2

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

特
定

秘
密

の
保

護
に

関
す

る
法

律
、

特
定

秘
密



特
定

秘
密

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
る

行
政

文
書

に
つ

い
て

は
、

別
表

第
2

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

特
定

秘
密

の
保

護
に

関
す

る
法

律
、

特
定

秘
密

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
令

及
び

特
定

秘

密
の

指
定

及
び

そ
の

解
除

並
び

に
適

性
評

価
の

実
施

に
関

し
統

一
的

な
運

用
を

図
る

た
め

の
基

準
を

踏
ま

え
、

移
管

廃
棄

の
判

断
を

行
う

も
の

と
す

る
。

(5
)

( 1 )

か ら

(
4)

まで
に

記 載

の

ない
文 書

(
1

)
か

ら
(

4
)

ま
で

に
記

載
の

な
い

も
の

に
関

し
て

は
、

1
の

基
本

的
考

え
方

に
照

ら
し

て
文

書
管

理
者

に
お

い
て

個
別

に
判

断
す

る
も

の
と

す
る

。

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
令

及
び

特
定

秘
密

の
指

定
及

び
そ

の
解

除
並

び
に

適
性

評
価

の
実

施

に
関

し
統

一
的

な
運

用
を

図
る

た
め

の
基

準
を

踏
ま

え
、

移
管

廃
棄

の
判

断
を

行
う

も
の

と
す

る
。

(
5

)
上

記
に

記
載

の
な

い
業

務
に

関
し

て
は

、
1

の
基

本
的

考
え

方
に

照
ら

し
て

、
文

書
管

理
者

に

お
い

て
個

別
に

判
断

す
る

も
の

と
す

る
。

(
6

)
注 意

事 項

①
「

移
管

」
と

さ
れ

て
い

る
文

書
が

含
ま

れ
て

い
る

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
は

す
べ

て
移

管
す

る
こ

と
と

す
る

。

②
移

管
に

つ
い

て
は

、
当

該
業

務
を

主
管

す
る

課
室

等
の

文
書

管
理

者
に

お
い

て
行

う
も

の
と

す
る

。
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公文書管理委員会
第62回議事録

内閣府大臣官房公文書管理課
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第62回公文書管理委員会
議事次第

時:平成30年3月26日(月)17:30~18:20

場所:中央合同庁舎第4号館4階共用第2特別会議室

1 開 会

2 各 行 政 機 関 の 行 政 文 書 管 理 規 則 改 正 案 に つ い て

3 平 成 2 8 年 度 に お け る 公 文 書 等 の 管 理 等 の 状 況 に つ い て

4 ア ー キ ビ ス ト の 職 務 基 準 書 に つ い て

5 閉 会
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○宇賀委員長本日は、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうござ
います。

委員の定足数を満たしておりますので、ただいまから第62回「公文書管理委員会」を開

催いたします。

所要1時間程度を見込んでおります。よろしくお願いいたします。

本日は、梶山大臣、田中副大臣に御出席をいただいております。なお、梶山大臣と田中

副大臣におかれましては、公務のため途中退席される予定でございます。

それでは、議事を進めます。

まず、議題1「各行政機関の行政文書管理規則改正案について」、事務局から説明をお
願いいたします。

○畠山課長本日も、御多忙の中、お集まりいただきまして、ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。

議題1「各行政機関の行政文書管理規則改正案について」を御説明いたします。

前々回、前回と、各府省から各新ガイドラインに基づく行政文書管理規則案に対するヒ

アリング案を行っていただきました。その際にいただいた御指摘を踏まえまして、改めて

各行政機関において内容を見直すべきところは見直していただき、再提出を得ました。個

別の説明につきましては省略させていただきたいと思いますが、全体としましては、別添

1-1、この形で前回もお示ししておりますけれども、これに基づいて御説明させていた

だきたいと思います。主に資料1-1の前回までお配りしたものとの相違点ということで

御説明させていただきたいと思います。

1ページ目につきましては、特段前回との変更点はございません。

2ページ目でございます。「(4)別表第1、別表第2について」でございます。「①
廃棄の記録の保存期間及び保存期間満了時の措置」でございます。ヒアリングの中で、3

年、5年というこの保存期間についてふぞろいの点がありまして、そこの部分につきまし

て、この委員会で、前回、前々回に御指摘いただいていたということでございます。これ

に対しまして、御指摘を受けまして、改めて私どもと各行政機関において検討いたしまし

たところ、ここに書いておりますとおり、1年未満文書の規定がない国家公安委員会を除

きまして全て5年保存とするということで整理いたして、各行政機関から案を出してもら

っております。まず、そこが大きな1点目でございます。次の「②契約、統計の規定状
況」でございますけれども、その中の契約について規定している省庁でございます。ヒア

リング結果も踏まえまして、新たに消費者庁がこの中に追加されているところでございま
す。

以降、3枚目、4枚目につきましては、前回から変更してございません。

各行政機関の行政文書管理規則案につきましての概要は、以上のとおりでございます。

その中身につきましては、別添のファイルの資料1-1をもちまして、大変簡単ではご
ざいますけれども、説明にかえたいと思います。
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私からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○宇賀委員長ありがとうございました。

以上の各行政機関の行政文書管理規則改正案につきまして、御質問、御意見等がござい

ましたら、お願いいたします。

三宅委員長代理、どうぞ。

○三宅委員長代理今、御説明のありました別表第1と別表第2の廃棄の記録の保存期間

及び保存期間満了時の措置について、記録1年未満文書について規定していない国家公安

委員会を除いて保存期間を5年としていただいたことは、大変御尽力いただいて、ありが

たいことだと思います。確かに利用する側からすれば何が1年未満で何が1年以上かもよ

くわからないところなので、その基準がわからないところで保存期間が3年か5年か非常

に曖昧になると、なかなか利用する側としてもわかりにくいところがあったのではないか

と、この間の15日の会議の後でも思っておりましたので、それが全て保存期間5年になっ

たというのは、知的資源としての公文書を利用する側にとって非常にありがたいことだと

思います。ぜひこの線で今後も運用していただければと思うところでございます。

○宇賀委員長ありがとうございました。

ほか、いかがでしょうか。

特によろしいでしょうか。

それでは、この一部改正案は原案どおり了承することとしてよろしいでしょうか。

(首肯する委員あり)

〇宇賀委員長ありがとうございます。

それでは、ここで報道カメラが入りますので、しばらくお待ちください。

(報道関係者入室)

○宇賀委員長ただいま、各行政機関の行政文書管理規則改正案につきまして、原案どお

り了承することといたしましたので、委員長の私から公文書管理を担当される梶山大臣へ

答申書をお渡ししたいと存じます。

(宇賀委員長より梶山大臣へ手交)

○宇賀委員長それでは、大臣から一言御挨拶いただけますでしょうか。

○梶山大臣委員各位におかれましては、昨年来、ガイドラインの改正、今般の行政文書

管理規則の改正と、続いて大変熱心な御議論をいただきましたことを心より感謝を申し上
げます。

ただいま、答申をいただきました。速やかに各府省において行政文書管理規則の改正の

手続を進めてまいりたいと存じます。来年度から新しい規則のもとにスタートをするわけ

であります。今回の議論の中で御指摘いただきました研修の充実等を含めて、職員一人一

人がしっかりと公文書の管理の重要性について認識した上で業務に当たるよう、徹底して

まいりたいと考えております。また、あわせて電子公文書の管理のあり方にこれまでも御

指摘をいただいていることでありますが、引き続きまた御議論をいただきたいと思います
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ので、御協力方よろしくお願い申し上げます。

政府において、今般の決裁文書の書きかえ事案につきまして、今、事実関係の調査、解

明を進めているところであります。今後、その解明を踏まえて、さらに問題点を洗い出し

た上で、公文書管理のあり方について、政府を挙げて見直しを進めてまいりたいと考えて

おります。

皆様方の御意見、御協力方をよろしくお願い申し上げまして、私からの挨拶にかえさせ

ていただきます。ありがとうございました。

○宇賀委員長梶山大臣、どうもありがとうございました。

それでは、ここで、梶山大臣、田中副大臣は御退席されます。

(梶山大臣、田中副大臣退室)

○宇賀委員長それでは、報道カメラの皆さんは御退室ください。

(報道関係者退室)

○宇賀委員長続きまして、議題2「平成28年度における公文書等の管理の状況について」、

事務局より説明をお願いいたします。

〇畠山課長「平成28年度における公文書等の管理等の状況について」を御説明申し上げ
ます。

毎年度、各行政機関、独立行政法人等、国立公文書館等から、行政文書、法人文書の管

理状況、特定歴史公文書等の保存・利用状況について報告を受けておるものでございます。

これを取りまとめて、私どものほうで発表してございます。中身につきまして、全体とし

ましては、この白い冊子で取りまとめてございますけれども、本日は概要版、中身を詳述

したものとしまして、資料2を用意しております。それに基づいて、主な点を御報告させ

ていただきます。

まず、ポイントの「1行政機関における行政文書の管理の状況」でございます。

1つ目の○、保有する行政文書ファイル等につきましては、前年度比1.9%増、1,840万

ファイルになってございます。

そのうち、次の○、28年度に新規作成・取得したファイルにつきましては、約271.6万フ

ァイルでございます。その内訳でございますけれども、電子文書の割合が毎年ふえてきて

ございます。平成28年度、保有する媒体の種別をごらんいただければと思いますけれども、

保有する行政文書ファイル等のうち、電子文書は6.1%、新規は7.7%でございますけれど

も、引き続き紙の媒体が圧倒的な比率を占めておるということでございます。

次の○でございます。期間中の保存期間満了の行政文書ファイル等は約275万ファイル、

このうち移管とされたものは1万800ファイル強でございまして、全体としては0.4%にな

ってございます。昨年度は0.3%でございますので、それほど大きな変化があったわけでは

ございません。次に、その下、廃棄に係る協議の状況でございます。廃棄の際に、内閣総

理大臣に各省から協議が行われることになってございますけれども、その状況につきまし

て、平成28年度満了分につきましては、全体としては193万ファイルであります。不同意に
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